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議会運営委員会 

 

 平成１９年１月１８日午後２時００分から委員会室で開かれた。 

 

１．出席委員 

    ◎小野 隆雄     ○里川宜志子      松田  正 

     浦野 圭司      中西 和夫 

     中川議長 

 

２．会議の書記 

    議会事務局長         浦口  隆    同   係   長         峯川 敏明 

 

３．審査事項 

    別紙の通り 
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開会（午前９時００分） 

署名委員 里川委員、松田委員 

 

 委員の皆さんには大変ご苦労さまです。本年もどうぞよろしくお願い

を致します。全委員出席されておりますので、ただいまから、議会運営

委員会を開会いたします。 

 それでは、本日の会議を開きます。 

 最初に、本日の委員会の会議録署名委員を私の方から指名いたします。  

 会議録署名委員に里川委員、松田委員を指名いたします。両委員には

よろしくお願いいたします。 

 本日の議事日程は、お手元に配布いたしておりますレジメのとおりで

あります。それではレジメに沿って進めてまいりたいと思いますが、昨

年の１２月１８日開催の議会運営委員会で、審議会等附属機関等の見直

しに係る関係条例の整備に関する条例の審査中において、松田委員から

ご指摘のありました条例の公布文と議決内容との違いがあったことにつ

いて、その後の調査と対策について説明方を本日、総務部長と総務課長

に出席を求めておりますので、先に説明を求めることと致します。 

 植村総務部長。 

 

 この度はそういったことで色々お時間をとっていただきまして大変あ

りがとうございます。今、委員長おっしゃいました関係につきまして、

我々の方で調査した関係につきまして、簡単にご報告させていただきま

す。資料で提示させていただいておりますけれども、斑鳩町附属機関設

置条例の別表について、という題でございます。お話にありましたよう

に経緯につきましては、書いてございますように、当斑鳩町附属機関設

置条例は、平成１２年３月定例議会において、議決され、同月２４日に

公布したものであるが、議決されたものと違う別表が、交付されている

ことが判明したという事で、判明いたしましたのは、平成１８年１２月

１８日開催の議会運営委員会において、本会議から付託されました「議

案第６１号、審議会等附属機関等の見直しに係る関係条例の整備に関す
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る条例について」の審議の中におきまして、松田委員さんからの指摘に

あった事によるものでございます。その経緯はそうした事でございます

けれども、調査させていただきました概要でございます。その後におき

まして、平成１２年３月当時の担当部長、これは収入役さんのことでご

ざいますが、課長、課長補佐、係長からそれぞれ事情を聞き取り、また、

当時の資料等の検索等を行ないました。しかしながら、当時の担当者に

おいても、議会に対して、議案の差替えをお願いしたというような記憶

もなく、また当時の資料においても、異なる別表を公布していること以

外、新たな記録は発見する事に至らなかったわけでございます。また、

なぜ議決いただいた別表と異なる別表を公布してしまったのかという事

につきましても、このことについては、確とした原因を特定するまでは

至らなかったという事でございます。そういった事で、今後の我々とし

ての、これから、今後の対策でございます。議決内容と異なったものを

公布した事については、厳然とした事実でございまして、今後、同様の

事例は、絶対発生させてはならないという事でございます。今回の原因

については、特定するまでは至らなかったという事でございますが、最

終案にいたるまでの審議過程における検討案を、担当者が誤ってパソコ

ン等から抽出したのではないかという事も全く排除できないのではない

かと考えております。このことから、今後は公布するに際しまして、公

布文書を別途作成するのではなく、議会において原案の修正を受けた場

合は別といたしまして、議会に提出いたしました議案書自身を謄写した

ものをもって、公布するということにする、という事。また、文書整理

における基本的事項ではございますが、パソコン等に保存している文書

については、審議過程中のものと、最終案とを明確に区分をする、とい

うことを再度徹底するということにするという事でございまして、今後

は、より一層、議会との信頼関係の構築を図ることにより、住民の信託

に応えてまいりたいと考えている。という事で今後そういった事のない

ように、という事で考えているところでございます。そういった事で以

後、参考として１及び２を付けておりますけれども、本職から各部課長

宛に例規の公布という形で、例規公布の方法についての統一見解を示さ
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せていただいております。基本事項、それと公布文の作成の内容等を網

羅したものでございます。それと合わせまして１２月２８日、総務課長

名におきまして各課長宛に文書の作成及び整理についての通達的なもの

を出させていただいたものでございます。文書の作成におきましては、

審議過程中のものと最終案を明確に区分するという事で、文書を作成し、

パソコンその他の媒体等に保存する際に、審議過程において作成した中

間案と最終案のフォルダを分けるなどの手法により整理を行い、公文書

その他資料の正確性の確保に努めるということにしていただきたい、と

いう旨の文書を出させていただいたわけでございます。そうした事によ

りまして、今後こういった同じようなことにならないように、という事

で我々としては志していきたいと考えております。そういった事で簡単

でございますけれども、報告兼ねての主な対応という事でございます。

以上でございます。 

 

 ただ今、部長から説明のありましたことにつきまして、質疑、ご意見

等お受けいたしたいと思います。 松田委員。 

 

 本来ですね、今日までこの提出議案についてどういう風に対応される

かということが明らかになっておりませんでしたので、私自身がこの事

について、次の３月議会で一般質問をしたいというつもりでおりました。

ところが今日一応、釈明をされているんですが、この通りであろうかと

いう風に思うんですけれども、これはですね、単に議運で説明をして終

わりとするのかですね、あるいは３月議会に何らかの形でこういう面に

ついて、議案提出の際に町長が言われるのか、あるいは改めて関係者か

ら説明があるのかですね、いずれにしてもそういう手続きがとられるの

かどうかという事をまずお聞きしておきたいと思うんです。 

 

 まだ議長とも相談はしておりませんが、副委員長とも打ち合わせの段

階で議会運営委員会でこれらの事をご了承というのか、ご理解いただけ

れば町長名で議長宛にこの一枚目を出していただく。そして直近の全員
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協議会の場において、再度理事者側から全議員さんに説明をしてご理解

をしていただくという事で、正副委員長の方では粗方、一つのそれは確

認してるんですが、まだ議長ともそれは出来てませんので、本会議場云々

という事も公表していかなければならないのかなという事も思うんです

が、どこでこの事を残すかという事になってきますので、それも一緒に

皆さんがご意見をいただいて、進めていきたいと思います。ただ、部長

が説明しました別表について、というこの文書は町長から議長宛の公文

書として出していただきたい、それは申し入れている事を申し上げます。 

 

 僕はね、何らかの形で本会議において議事録に残る形を作ってほしい

と思っているんです。と言うのはね、特に１２月議会の最終議会が終わ

った時の町長挨拶の中で、これについての釈明は一つもなかったと思う

んです。ただ、委員会修正案を可決してもらってありがとうございまし

たと言うだけであって、誠に遺憾であるとか、こういう関係っていうの

は許されるべきであるのかどうか、という関係についての見解が一つも

釈明がなかった。しかし、議会としては事柄がどうであろうと言えども、

議決した内容が異なった形で公布をされているという事については許す

事が出来ないという風に私は思うんです。それは信頼と信用の、信疑信

頼の関係に基づくものでありますから、単なる事務の間違いであったと

いう事にはすまない問題であるという風に私は思うんです。それだけに

ですね、やっぱり重視をして、ここに言われていますようにあってはな

らん事であるという風に町が理解をされているとするならですね、私は

これ以上追求しようとは思いませんけども、少なくともこういう間違い

というのは、起こらないという関係をやっぱり議会全体の場において、

町から答弁するという事が当然ではないかという風に思いますので、是

非ともそういう形をとっていただきたいという風に思うんです。それと

同時にですね、この附属機関の設置条例の別表の関係なんですけども、

あれで事が足りるとするのかどうかという関係についてはですね、時間

がないという委員長の事もありましたから当時は議論をしませんでし

た。しかし、条例の制定の主旨で言ってますように、３つの条件のうち
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のどれに該当するのか、という関係が必ずしも明らかでないし、入って

たものが入ってなくなってきているわけですから、そういう関係につい

ても、これは３項目のうちのどれに該当するのかという事が分からない、

というように思うんです。特に法的根拠を示す内容でという事になって

いるんですけど、そうすると例えばという事で申し上げたけれども、藤

ノ木古墳の関係は、整備検討委員会の関係は条例に書いてる、ところが

同じような性格でありましても、中宮寺の関係については入ってない。

ただし、中宮寺の関係については条例に検討委員会を持つという事を書

いてる、ところが藤ノ木の関係については、規則でしか書いてない、と

いう関係の違いはあるんです。ところが、当局が出してくれている資料

の関係を見ても、法で整備をしているものと、あるいは整理をされてい

ないものもありますし、あるいは条例なり要綱で制定されるもので、必

ずしも区分をされて扱いが決まっているようにはないと思うんです。と

ころが参考で言う、当面、法律の根拠がないものとかという関係ってい

うのは明らかですし分かるんですけども、それから更に臨時に対応しな

きゃならんものという事で言ってる、臨時という事になれば、確かに分

からんと思うんですけど、参考で言ってるんなら中宮寺その他の関係の

ものも当然入ってくるべき性格のものではないかという風に思いますけ

ど、それが入ってないとかいう関係でですね、そういう関係の中身の精

査の必要がないんかどうか、という事についてどんな見解をお持ちにな

っているんかだけ聞かしといてもらえますか。 

 

 前にもこの条例の制定させていただきました３つの要素がございます

けども、その中でどの分にあるのかという事で、ただ今委員さんおっし

ゃったような内容を前にもお尋ねあった事の中で我々としては示してこ

なかったという事でございますけれども、今後のことを考えてみれば、

こういった別表についてはどの区分に入るかという事も我々としてはや

はり認識する意味では、必要ではないかと考えておりますので、機会が

ありましたらそういった事を示すような事も必要ではないかと考えてお

ります。 
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 やっぱり、中身が違ったという関係は分かるんですけども、今度その、

現在のある設定をする根拠にしている関係の３つの条件のうちのどれに

該当するのか、それを検討した上で、更に追加すべきものであるのか、

必要がないのか、という関係について検討を合わせてしてみてくれとい

う風に言って、初めてその事になれば、それぞれの理屈があれば、私は

いいと思うんですけど、その事が問題を残したままであるとすれば、ど

うかという風に思いますし、特に条例でも法令審査会ですか、そういう

のもあるんですし、年に４回もつという事も書かれているんですから、

そういうところについて、やっぱり憤慨を、適切なのかどうなのか。例

えば委員会で差替え案で了承はしましたけれども、例えば民生委員推せ

ん委員会の関係なんかは削除されてるわけですよね、ないわけですよ。

今度差替え案でも出てないわけですけど、それから何とか委員会ですか、

あの関係も抜けてるわけですよね。今度入ってきて、前にはなかったと

いう関係などについて、そして今度また差替え案では出てるわけなんで

すけど、そういう関係などについてなぜなのか、という事が分からんわ

けですよ。だからそういう関係について、もうちょっと精査をしてです

ね、あの項目のどれに該当するのかという事をきちっと整理しておく必

要があるんではないかという風に私は思うんです。そうしないと、そう

しないと検討した事にはならんと、これは私は二つ、この前の時に要望

してるわけですから。一つは所在責任、それを明らかにしてほしいとい

う事、中身はこれでいいのかどうかという関係についていっぺん検討し

てみてくれという事を言ってる、中身の関係の検討は出来てないように

思いますから、ほんとにあれでいいのかどうか、差替えはしてますけど、

とりあえず時間がないからという事でしたのであまり中身をしなかった

わけですよね。ところがいわゆる町長部局、町長所管になってる関係が

７項目あって、教育委員会が４項目ですね、その関係も合わんわけです

よね。ですからその辺についてもどういう風に整理していくのかという

事を検討して、これで間違いなかったというなら間違いないでいいんで

すよ。あるいは足さなあかんとか、削るわけにいかんという事があるん
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ならそういう事にして、きちっとした整理をこの際しておくという事の

方がいいんではないか、という風に私は思うんでして、それらの関係も

１２月議会でも申し上げたかったんですけど、時間がないという事でと

りあえずという事で一応格好つけたという事になってると思うんですよ

ね。そして、今日誠意を示してこういう風に出されているんですが、そ

の事についてもとやかく言いませんけども、出来ればそういう検討を合

わせてしていただいて、間に合わなければ３月議会ではやむを得ないと

思いますけども、出来るだけそういう事にしておいてほしいという事を

特にお願いしておきたいと思います。 

 

 今の松田委員のご意見その通りだと思いますので、理事者側としては

再度ね、これは急きょ前の瑕疵があるんですね、議決した内容じゃない

という事、その事についての精査を再度やっていただいて、その上での

修正案ですので、その基をきちっともう一度精査していただきたい。そ

してたぶん必要があると思うんです、今の経緯から考えていってもある

と思いますので、その内容を、私としてはちょっと乱暴なやり方という

のは、実害を受ける委員会があの形でないだろうという、直感の基で委

員の皆さんにご無理を申し上げて、今、松田委員がおっしゃった通りで

ああいう修正案で議決させていただいた、そういう事もありますので、

そのままおいとくという事は、やはり問題、この原因とか再発防止に対

してはこういう形でやっていただければそれでよろしいですが、やはり

瑕疵のあるというのは、公布されている条例がまだ残っているという事

があると思いますので、是非ともその点を調査していただいて、この３

月議会で再度改正案を出していただけるのかなと思いますので、そうい

う、是非ともやっていただきたい、そのように思うのですが、その点に

ついてはどうですか。 

 

 幸いにもこういったご指摘をいただいた事について、おかげさまでこ

ういった事を見つける事が出来たと思います。そういった事は今回の事

で更にこの関係について精査いたしまして、必要な分がありましたらま
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た条例改正という事でお願い、こちらからしなきゃならんという事でご

ざいますので、その際はそういった機会をいただきますようにお願いし

たいと思います。 

 

 それともう一点なんですが、当初全員協議会の方でこういう形でして、

という事も考えておりましたが、松田委員がおっしゃるとおりだと思い

ます。本会議場で釈明というのか、私も委員会の時にも、松田委員から

も議会にも落ち度あるような言い方されたら云々という事も聞いており

ます。その時は釈明という形じゃなくて、謝罪という形が必要になって

くるの違うかなという事も考えております。こういう報告で了承してい

く限りね、やはり本会議場での会議録、町長からの釈明という形を、文

書ではもちろんしていただくんですが、本会議場の会議録に残したい、

そのように思いますので、他の委員さんどのようにお考えですか。全員

協議会での報告だけで済ませるかなという事も考えておりましたが、今、

松田委員さんおっしゃるように、本会議場でいろんな場所でという事で、

どうですか。 

 そうした時にね、ちょっと局長、会議録はどのように整理されてるの

か。例えば本会議場で町長の招集挨拶ですか、文書ではいただいてない

けど、その中で挨拶は会議録に残ってあるのか、議案の提案説明の中に

は出てくるのか、どちらの方が。 

 

 本会議禄の中には町長挨拶も全て、しゃべられた事については、全部

記載はさせていただいております。ただ、先程松田委員さんの方からの

ご意見もございましたように、また理事者側の方でもこの中身について

精査をしていただきますけれども、条例改正案という形で出す必要が生

じてきたという事になれば、そこでその辺のお話はしていただける、ま

たそういう機会がないとすれば、冒頭の開会の挨拶と言いますか、そこ

で町長の方から釈明という形でしていただくことになるんじゃないかな

と思います。また理事者側さんの方とも調整をさせていただきたいと思

います。 
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 場合によっていろんなケースで必ず会議録に町長からのこの件につい

ての釈明と言うんですか、決意を述べていただくという事で、委員会と

してそのように考えますので、また色々連絡し合いしながらやっていき

たいと思います。議長の方にもその事でよろしくお願いしておきます。 

 

 僕はね、何でこんな事を言うってね、きっちり本会議で議事録に残す

形で処理をしてほしいという事を申し上げるかと言いますとね、これを

提起をいたしまして、今ここで書いてるんですけど、すぐに提起をした

後で整理をする事で休憩なってるわけですよね。再開をして差替えとい

う事でなったけども、この関係についてどういう議論があったのかとい

う事は全く委員会記録でも恐らくまだ整理されていないのと違うかなと

思うんです。それと本会議での委員長説明もありましたけど、やっぱり

中身がちょっと不十分、私から言うと不十分なわけで、さらっと流され

てしもたという風に思いますし、町長の最終日の挨拶の中でも、本当に

この重大性というのを認識したお答えという言及ではなかったという事

に思いますから、そのままで委員会だけで事を済ませるという事になっ

たとしては、議員自身でもなぜ差替えになったのかという事の本当のと

ころの意味が十分分かったんだろうかという風にさえ思われるんですよ

ね。そういう意味からするならこの事はあってはならんという事を当局

もお認めになったんなら、きっちりそういう事を今後、起こしてはなら

んという事を十分理解をする意味合いから、はっきりしといてくれたほ

うが議会の信頼と信用の面からいっても最もいいんじゃないか。そして

なおかつ町側としても責任をもって、これは遺憾であったという事が心

から言ってるという釈明の場にもなるんではないか、という風に思いま

すから、出来れば私はそうしてほしい。そうでないと、あれは委員会だ

けで問題処理をしたという事になってしまうんではないか、という風に

思いますからそれはあんまり議会として好ましくないんではないか、と

いう風に思いますから、はっきりやっぱりしてほしい。本来ならもう少

し追求したいところですけど、出ているという事からいくと、一般質問
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するの、再度、これやめとこかなという気にもなってる位ですからね。

何らかの形でやっぱりこういう形というのは残しておく必要があるだろ

うという風に思って申し上げたという事ですから、その辺の真意を十分

お汲み取りをいただいた上で対応していただけたら結構かと思います。 

 

 何回も繰返しますけど、やはり私自身の気持ちも、これはもう責任追

及していくべきかなという事も考えておりました。私は委員長としての

立場で議会運営委員会に付託されておりましたので、急きょああいう形

をとらせていただいたという、そういう気持ちも持ってます。だから、

あくまでも今松田委員が色々おっしゃってる事は、私は私も言いたいと

いう形であって、やはり最高責任者である町長に、そういう場所でしっ

かり認識してもらって、こういう事は絶対あってはおかしいんですよ。

だから、その中で、私は公布文の記述も見させていただきました、休憩

中でしたけれども。だからその責任というのは、やはり最終的に町長に

あるということですので、その点をしっかりと町長に認識してもらって、

また議長ともその事で次の３月議会にはきちっとした態度、対応をとっ

ていただきたい、重ねてお願いいたします。 

 他にございませんか。 

 

 （ な  し ） 

 

 それでは、ただ今色々委員さんからもございましたが、今後の取扱い

については、このようにマニュアルも改定を行うという事ですので、遺

漏のないように対処されるよう強くお願いを致しておきたいと思いま

す。そして、今日、松田委員からいただいた事もしっかりと認識してい

ただいて、対処していただきたいと思います。 

 本件については、以上で終わります。総務部長、総務課長には他の公

務もありますので、これで退席してもらうことと致します。ご苦労さま

でした。 

 暫時休憩いたします。 
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 （ 午後２時２９分 休憩 ） 

 （ 午後２時２９分 再開 ） 

 

 再開いたします。 

 １．協議事項（１）継続審査①町議会の財政健全化と議員定数につい

てを議題と致します。 

 昨年の議会運営委員会におきまして報告致しておりましたように、複

数常任委員会制を導入することについて、委員皆様方から賜ってまいり

ましたご意見等を参考にさせていただき、正副委員長等で協議を行い、

委員会条例改正等の検討素案を作成させていただきました。この案を参

考にしていただきまして、昨年に引き続き、各委員の皆様方からご意見

をお聞きしていきたいと思いますが、まず、素案について補足説明等を

させていただき、その後、ご意見をお聞きしていきたいと思いますが、

そのように進めさせていただいてよろしいでしょうか。 

 

 （ 異議なし ） 

 

 異議なしと認めます。それでは検討素案につきまして、里川副委員長

の方から説明をさせていただきます。 里川委員。 

 

 そしたら、委員長と協議をいたしまして一応皆さんのご意見も参考に

させていただいた上での取りまとめをいたしました素案について、ご説

明させていただきます。前回定数につきましても、今度の一般選挙は定

数１５というところで、それと複数常任委員会制度を採用するという事

は全委員の皆さん方に確認をさせていただきましたので、その複数とす

る上でどういう風に考えていけるかという事のご意見もいただいて参り

ましたけれども、今日、ご提出させていただいてるように、とりあえず

常任委員会５つでスタートしてみてはどうか。そして議長の取扱いにつ

きましては、一旦委員となって、その後ご辞退いただくというやり方に
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ついて、当てはめる委員会については予算、広報、議員は２つの常任委

員会に所属するものとするという風な考え方に立ちますと、２つ議長に

はまってもらわんといけないという事から、予算と広報に振分け、議長

を振分けさせていただいて、ご辞退いただくという形にしたらどうだろ

うか、という風な考え方もさせていただいたところです。これにつきま

しては、とりあえず今、複数常任委員会制を取り入れて検討している議

会が他にもなかなかないんです、今実際は。そんな時だからこそ余計に

私たち斑鳩町議会は今後の定数問題も含めていろんな可能性を追求して

積極的にこういう事をやっていきながら、そしてさらにまた次の定数問

題の時にも、十分この常任委員会のあり方の考え方を色々やる事によっ

て、また更に皆さん方からご意見をいただいた上で検討していけるので

はないかという風に考え、今回につきましては積極的に常任委員会制度

をとる。そして特別委員会は極力、基本的に設けない形で考えていこう

という立場に立って、皆さん方から素案をいただいた中での取りまとめ

という風にさせていただきました。皆さん方のご意見の中には色々なご

意見がございましたので、いただいたご意見をうまくすり合わせすると

いう中では、不服とされるような内容もあるかも分からないんですけれ

ども、一応、多数のご意見いただいたところの検討を加えながら、今日

お配りさせていただいた資料のような形で正副委員長と取りまとめをさ

せていただいておりますので、何かこの中でどういう考え方でこうなっ

たのか、という事がございましたら、積極的に委員の皆さん方からご質

疑をいただく、そしてまたご意見をいただくという中で、本日何とかご

協議の方を進めていけたらと思っておりますのでよろしくお願いしたい

と思います。 

 

 ご苦労様です。里川副委員長の方から先般色々協議させていただきま

した事について、掻い摘んで説明をいただきました。この事について、

ご意見をいただきたい、そのように思いますのでよろしくお願いいたし

ます。 
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 色々検討してくれたんだと思うんですけど、私としてはあんまり賛成

しにくい内容だという風に思うんです。いずれにしても、定数を１名減

にして、１５人にしようという関係については前提があったという風に

私は思うんです。それは少なくとも常任委員会委員の複数委員会制とい

う関係を前提にして、それ後に法が決まれば改めて検討するという関係

を含めたものとして、現行の法体制の中では３常任委員会制という関係

を堅持をすると、そして最低５人は確保するという一つの前提の中で、

少しでも住民の付託に応える形をとるべきだという事で、その辺の条件

を確実化をしながら考えていくとすると、１５名というのは限界ではな

いかという事で１名減という事にしているという風に思うんです。だか

ら提案説明の際にも言ってますように、いわゆる委員会が複数常任委員

会制という事に法律改正になった段階で改めて検討する事がやぶさかで

はないという面で、説明してるのはそこにあった。そして１５名という

関係がまとまりを見たという関係の、その辺を配慮した委員も、かなり

私はあったはずだという風に思いますし、私自身が初め提起をいたしま

した議員数の関係についても、１５名案ではなかったわけですから、そ

ういう面からいきますと、やはり私はそういう事を含めて当面、３常任

委員会制という関係でいく限り、あるいは１委員会５名という関係を堅

持しようという感じではもうそうしか方法がないのかなという事で１５

という事に賛成をしたわけでありますけど、複数制に変わってくると改

めて考え方っていうのは変わってくるという風に思います。そういった

意味で、その事を先程も言われてますように、とりあえず今年の４月の

改選期には１５でいくけれども、次にやっぱり更に検討を続けていくん

だという一つの余韻を残した形でいくとするなら、そういう形の決め方

というものがあるはずだ、という風に私は思うんです。だからそういう

関係というのは全く無視されてしまって、１５というものを基本におい

て限定した中でですね、論議というのか常任委員会制を考えてしまうと

いう事で、後に検討の余地を残していくという事には、私はなっていか

んのではないかという風に思うんです。だから、あくまでも今回の改正

というのは、私自身は３常任委員会を堅持をし、５名以上を確保すると
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いう基本的な理念というものを尊重した上に立って考えていくべきだ。

従って、そういう常任委員会のあり方を考えて、議員定数というのは時

間が必要であるとするならば、更に更に検討していくと、しかしそれは

現在の常任委員会制度を考えた上に立っての、あまり大きく数の変動は

容易に行えるという前提の上に立って、考えていく方がいいのではない

か、という風に考えています。従って結論から申し上げますと、常任委

員会を４つにした形での複数制という関係については、常任委員会を増

やすという関係については反対であるという風に言わざるを得ません。

従って、更にここで増やすという風に言っている予算委員会の関係なん

ですが、予算委員会の関係についても、考えてみるとですね、現行の、

これのままでいきますと、恐らく具体的に書いていないんですけど、恐

らくそうだと思うんです。だから、特別予算の関係についても、予算に

関する問題でありますから、それぞれの委員会で単独で審議してる状況

があるんですけど、これがそうならないのではないか、特別会計の関係

についてはどうするんかという事は明らかにしていないし、特別委員会

という関係もこれは予算委員会で審議する事になるんじゃないかなとい

う風に思う。そうしますと、常任委員会と特別予算の関係について、入

る条件というものが一体どうなる、ややこしくなるんと違うかな、どう

なるんかなというように思います。従って、一見、国会などの関係から

見て、予算委員会も常任委員会という事にしたらという事、ある意味合

理的なようには見えるんですけども、地方における今日の委員会のあり

方については、あまり好ましくないんではないかなというように私は思

うんです。少なくともやっぱり常任委員会としては３常任委員会を堅持

をしていく。そして３常任委員会の中での議員のあり方というものを考

えていくという関係。そして現行の委員会、常任委員会外の関係の委員

会がありますけれども、それらも含めた対象として考えていくという事

にした方が将来の議員定数を考える上からはね、こういう意見もいいの

ではないか、という風に考えているわけです。従って予算の関係につい

ては、特別会計の関係もありますので、できればやっぱり当初予算の関

係については予算審査特別委員会を設けて決算も言ってるんですけれど
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も、同じような形でした方がいいんではないかなというように思ってい

るんです。従って、委員会数については予算委員会をもってることにつ

いては賛成をしない。そして３常任委員会制というのを堅持をすべきで

ある。その中でやっぱりどうしても必要であるという関係については、

議運なども必要でありますから、議運と４つの委員会で色々考えるとい

う方がむしろ合理的にいくんではないか、という風に私は考えるわけで

す。そして、議長の広報発行特別委員会の関係については言葉で言いに

くいけど、名前は広報発行特別委員会というのもいいんか分かりません

けど、むしろ発行責任者の関係というのは議長である事は間違いない。

むしろこれは編集に携わるという関係が主であるという風に思うんで

す。従ってあえてこれは常任という言葉をつけなければならんという風

ではないと。やっぱり議会広報編集委員会、編集委員会という形でいっ

た方がむしろいいんと違うかな、発行という関係をつける必要はないん

ではないかなという風に思いますし、むしろこれの関係について、議長

が携わっていて責任があるという関係でいくんなら、むしろ議長という

よりも委員長を、議長も含めた上で各委員会の委員長という事で５人構

成にした方がいいんと違うかなという風に、私は思うわけです。それか

ら、議長を除く関係もあるんですけど、それはあえて数合わせをするた

めに議長を除いている、僕はそうであるなら初めから議長というのを別

枠にして、議長は常任委員会の委員にはならないという関係にはっきり

した方がですね、複雑でなくていいんではないかなというような考え方

も持っています。従って議員定数については今後も検討していくんだ、

あるいは視点としてどう考えるか、その場合には３常任委員会と５名の

委員構成という関係については従わないんだという原則を確立した上で

検討していく方がいいんではないか、というように考えてます。従って、

結局議長の委員会構成委員にすることの是非の関係については、私は委

員会の構成委員としないという関係を初めから規程しておくと、する者

としない者とあるような関係についてはあまり好ましくない、かえって

複雑化していると、この案は、というように思う。広報発行の関係につ

いてもむしろ広報発行という関係よりも編集という関係に名前を変えた
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方がいいんではないか。あるいは任期の関係について２年という関係に

ついては、これは言う事であったり広報の関係であったりする５名とい

う関係は反対ではないんです。これは意見の一致を見るという事であれ

ば、そうしてもいいんではないかという風に思います。常任委員会の関

係については、そういう風に私自身は思います。そして、定数も含めて

余裕を残した関係、更に日時が必要、審議をする、議論する期間が必要

だという関係では余裕を残した形で整理をする方がむしろいいんではな

いか、というように思います。私自身は考え方としては、全体的な各委

員の定数削減の方向もありますけれども、斑鳩町として現在の町民数も

ずんずん減ってる状態は、一時的な現象かも知れませんけど、その辺か

ら考えていくと、あまり大きく人口増大していくという風には思えない。

という事の中でいくならば、議員数っていうのは最終的に余裕を残して

１３名くらいが一番好ましい姿になるんではないかな、という風に思っ

たりしてですね、今この際に常任委員会数を増やしていくという考え方

については賛成をしないという意見をもっています。以上です。 

 

 私の方から、今、松田委員から色々意見いただいた事について、私も

今まで関連してきましたし、色々なことでちょっと提案というのか、答

弁、ではないんですが、私の意見をちょっと皆さんにも聞いていただき

たいと思います。 

 まず、松田委員がおっしゃってる３常任委員会堅持という言葉、これ

は確かに私もそのように発しました。これは、あくまでも自治法が改正

される以前の一つの常任委員会に所属する、一つ以上は所属できないと

いう法規制の下で、斑鳩町議会が委員会付託を、これは住民のために審

議する中での専門性、そして委員会付託制度、本会議中心主義ではなく

て委員会中心主義という事を、これは１４年当時ですかね、きちっとそ

ういう事を確認してあります。それはなぜかと言いますと３常任委員会

を堅持という意味の中には、その時も３常任委員会ありましたが、私の

考え方としては２常任委員会であれば議員定数の過半数の委員会が出来

てしまう。その事で委員会へ付託してる事については意味が成さなくな
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る。これは、あくまでも先程副委員長ちょっと触れられましたが、近隣

の町にもその議会運営委員長なり、いろんな方に事ある毎に聞いており

ました。そしたら、もう１人１つという以前の自治法そのままを採用す

るんだ、複数制を採用しないんだと、あるところはおっしゃってます。

そうする事によって２つの常任委員会が出来る。当然今は委員会付託を

されておりますが、本会議中心主義でいくんだという簡略的な事でいけ

ば一番簡単な事なんです。住民から離れていって専門性も何も発揮しな

くて、本会議中心主義で議会という形をとっていくのだったら、議会の

効率、議会の権威というものがだんだん失墜していく、そういう事が見

えてきてます。そして３つの常任委員会を堅持、最低３つなんです。そ

して幸いにも自治法が改正されてこの１つ以上という形になっている。

この法改正は以前からも私からも申し上げているとおり、その常任委員

会を増やしなさい、増やす事が出来ますよという事でここらにも書いて

ます。そしてまさしくその事は予算常任委員会が１つそうであって、そ

れと広報発行、今は特別委員会でやっています。これはなぜ広報発行特

別委員会にしたかというのは、常任委員会だったら１つしか参加出来な

かったから、１６人の定数の中で、今まで最低３つ作ってた。そこへ広

報も常任委員会にしてしまったら、この当時出来たんですね、４つまで

はＯＫでしたから、広報を常任委員会にする事は可能だったんです。だ

けど、そうすれば４つで割ってしまったら４人、こんな委員会成り立た

ないという事は皆さん分かっておりますので、これを特別委員会と称し

て常任委員会から○名という形、それと先程ちょっと議会運営委員会も

入れての人数を、これこそ人数の振り割りというか、それだけのことで、

議会運営委員会もあくまでも常任委員会からの出身母体で私ども町議会

は会派がありません。本来でしたら会派の中から議会運営を図っていく

ために議会運営委員会というのは設置するべきなんですが、会派がない

ので、私どもは常任委員会からその意見の代表として議会運営委員に来

てもらってます。だから常任委員会と全く別個ですから、今の複数制云々

の中での議論をするのは、これは意味がないことです。それらの事をも

ってくれば、やはり今、最初、里川副委員長も説明させていただいたと
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おり、常任委員会を増やす、そしてその中で人数を振分けていく。幸い

に６名という数字、この予算常任委員会の７名というのは、これはこの

事も松田委員はどこかで決めておけばそれは済む事だ、たやすい事であ

る、最初、副委員長との中では辞退するものとするという事でこれは申

し合わせでいけるものという事で、そのようにまとめてました。だから

６と４でした。議長は最初から辞退するものです、という事で申し合わ

せでいけるという事で、始めはそのように整理してました。だけど一応

問合せをしてみたところ、やはり議員であると、そしたらこの自治法の

中では議員は少なくとも一つの常任委員となるものとし、この事に、法

を、議長になる議員さんにその事を科せないという事は出来ないんです

ね、条例でそれを決めていってもダメなんですね、それは無効なんです。

だからこういう形で議長を辞退させる場所はどこだと、それは会議なん

です、本会議場で今度議長がこれを辞退する、そして会議が認めた場合

に限って常任委員としての活動はしなくてもよい、法律というものはそ

ういうものですので、そういう事だからこうして７名というのを一つ設

けました。それで、私どもは３月に１５名という事で条例を改正しまし

た。そして、その中で過半数は議長を除いては７なんです、７という数

字は過半数なんです。だから常任委員会で過半数に一番近くて、過半数

に満たない数字、６なんです。だから、色々提案していただいた中でも

７名という常任委員会を設けようという事も提案していただきました。

この事については、これは委員会付託をしていく中での過半数に満たな

い最大の数字は６、６という事で限定しようという事で出発させていま

す。だから、先程も申し上げましたけど、予算常任委員会の７名につき

ましては、これはダミーと言ったら失礼ですけど、議長が一旦ここへ就

いていただいて、それで会議に諮って辞退してもらう、そういう組立て

をしています。それと予算常任委員会は、これは当初予算につきまして

は、以前から設置してました予算特別委員会と同じ役目をします。特会

についても、当然、この予算常任委員会で審議してもらいます、６名の

予算委員です、あくまでも６名です、それで欠員１という事で、議長は

オブザーバーで入っていただきますから採決に加わる事は出来ません、
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辞退してますから、という事で当初予算は特会につきましてもこの予算

常任委員会で審議していただきます、今までと同じ形です。それで、補

正予算、例えば国保税、特会のとか、下水の補正が出た場合、これは今

と同じように、今もこれは付託先は下水につきましては建設水道常任委

員会、国保税につきましては厚生常任委員会、同じようにそれは、特会

の補正予算につきましては、担当所管する事務、という事で３つの常任

委員会に付託します。それで一般会計、これは今まで総務常任委員会に

付託して、担当所管する分については、前もって一応議論してもらう、

理解を求めていくという、言えば一つのあやふやなやり方。そして、総

務常任委員会には全体がいってますので、例えば建設関係の補正予算で

あれば、その事業については建設水道常任委員会で理解してもらってる

という前提のもとで、総務常任委員会で一般会計補正予算をやってもら

っている、こういう事が予算常任委員会を設置する事によって、きれい

に専門的にしっかりと議論していただける、しかもその予算常任委員会

には複数制の中で、いろんなところからも来ておられる。委員長につい

ては広報と兼ねてもらうという事になってますので、委員長以外の方は

建水なり厚生なり総務なり、それは片寄る可能性はありますが、少なく

ともそこの常任委員会に所属されている副委員長以下の、委員長以外の

方がおられる可能性が出来てくる。そしたらそのまま出来るという事に

なります。そういう事を色々考えながら、この形をとらせていただきま

した。この事について松田委員からは３常任委員会堅持という事はなぜ

守らないねや、というような事でおっしゃってますが、私は３常任委員

会を堅持しなければいけないという意見、当然、今までの自治法の下で

１つの常任委員会しか所属できなかった、このような小さな定数の議会

という事についての機能を高めるために、それは堅持という言葉を使わ

せてもらっていたし、委員会付託をそれこそ１４年当時のまとめとして

も、現在の中川議長も委員としておっしゃってますが、委員会中心主義

の特性、掘り下げた専門的論議が消滅してしまうと、２常任委員会制度

を採用すればこうなるんだという事で、色々な事を提案された、それら

の事を加えた上での私は里川副委員長とこのような案を作成させていた
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だいたと自負しておりますので、何とぞ皆さんご理解の上、よろしくお

願いいたしたいと思います。 

 

 補足と言うよりも私の意見なんですが、予算につきましては、なぜこ

ういう常任委員会形式をとったらいいのかと思ったのか、というのは、

先程ちょっと委員長もおっしゃってました、一般会計の補正予算などが

あった時の取扱いについて、ちょっと私自身もこれまでにこの取扱いの

あり方っていうのはどうなんだろうか、というのをちょっと疑問に思っ

てた点があった事が１つと、それとまさしくね、今、非常に地方自治体

としては財政が厳しい状態にある。収入の部においても、国がどんな風

に制度変えてきてどうなっているのか、そして地方の住民税もどんどん

変わってきてます、制度ね。こういう入のお金や出のお金の中で、やっ

ぱり議員がもっと専門的にね、この事について精通して認識もって勉強

して、本当にこのお金、斑鳩町の会計のあり方についてですね、やっぱ

り責任をもって将来の見通しもしながら、一時的な特別委員会ではなく

て、きちっと常任委員会として検討していくんだという姿勢というのは

今まさにあってもいいんじゃないかなという事を強く感じたんです。そ

の上で先程も申しましたけれども、私、任期もそういう意味ではまだ１

期目の議員さんも今現在も割と多いですし、私たちもしっかり勉強まだ

まだ、やっぱり議員みんながしていかんなあかんだろうという中では、

任期２年にさせていただいて、２年間こういう形でやってみて、次です

ね、そして最初２年間やってみてその後半の２年の時に差し掛かる前に

ですね、今、松田委員が心配されたような内容について、もう一度みん

なで議論しながら、常任委員会のあり方はやってみたけれど、これでい

いのだろうかどうか、とかね、これ本当に法律が変わってね、法律が変

わったとこですし、他はどこもやってないというような内容の複数の常

任委員会制度を取り入れてやっていこうや、という中では私は前向きな

積極的な形でやりたいし、やってダメだったら試行錯誤でいいと思うん

ですね。やってもしもダメだったらそこでまた次、改選ありますので、

メンバーも変わってると思いますけれども、そういう中でまた良かった
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事、悪かった事皆で出し合って、議論して再度これでいいのかどうかと

いう検証はまたさせていただいたらいいんじゃないかな。とにかく私は

前へ踏み出していきたい。そして斑鳩町としてこの予算なんかについて

も、本当に議員も腰据えて入や出やという事についてもっと真剣に勉強

していかなあかんの違うかという意味もあって、こういうやり方を一度

してみたいなと、せっかく法律も変わったので、斑鳩町議会としてはこ

ういう姿勢で臨めばいいのではないかな、という風にちょっと感じたん

で、これは本当に私の意見なんですけれども、その中ですり合わせさせ

ていただく中でも、皆さん方からも予算については常任委員会制でもい

いのではないか、というご意見も多数いただけたので、すり合わせの中

でこういう形をとらせていただいたという事で、出来るだけ皆さんにご

理解いただけたらと思ってます。 

 

 それとすいません、広報発行常任委員会、名称は、この５名となって

おりまして、議長はその中へ一旦これも入りますが、当然その下に書か

せていただいておりますが、会議へ諮り辞退という形で欠員１で４名で

４常任委員長で編集、発行していただきます。当然発行責任者は議長で

ありますが、編集委員長、委員長は別の人になってきます。そういう形

で今と同じような形で、ただ４名、現在でしたら６名ですが４名で責任

をもって委員長が、各自分の所属する委員会の事も、いろんな今みたい

な委員長報告の要約版のような形でなくて、実際今こういう事をこの委

員会では、今、里川副委員長もおっしゃいましたが予算常任委員会とし

てはその予算のあり方という事についても色々書いていただける、そう

いう事を期待を含めて委員長の充職、そして議長は一旦ここに入ってま

すが、議長は別の責任者という形でその委員会からは抜けていただく、

そういう形をとらせていただきます。何回も言いますがこの、一旦議長

もこの常任委員会、自治法上、所属をせずに当初から出しておくという

ことは不可能ですので、その点はちょっと複雑な感じに見えますがこれ

はいたし方ないという事ですので、議長と言えども議員ですので、この

自治法では議員は、となっておりますので、少なくとも１つの常任委員
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となるものとし、という事になってますので、条例で議長を除くという

事は、これはそういう条例は制定できません。そして、もう１つ心配な

というか、色々な事もあるんですが、局長とも色々相談しましたが、も

し２年という事で皆さんこれをやっていただける。途中で議長が、議長

を辞任された場合に、そしたら当初のこの予算常任委員会、それから広

報常任委員会へ帰る方法しかないんですね。そうした場合にこの人数的

なこともありますので、どうする、という事も検討しました。幸いに閉

会中では議長の扱いで所属変えも可能になりましたので、それらが弾力

的な扱いも出来るな、という事でこのような提示の仕方、提案をさせて

もらってますので、加えておきます。 

 この事で色々、何かちょっと色々言うてしまいましたけど、皆さんの

ご意見を聞かせていただきたいと思います。どうですか。 浦野委員。 

 

 大まかなところ、これでいいかと思うんですけど、松田委員最初、当

初おっしゃったのは、議員定数の話が財政健全化の話で当初、去年です

か、ありましたと思うんですけど、その時は複数の常任委員会には所属

出来なかったので、今やってる３常任委員会を堅持という事で各委員会

の所属メンバーの数につきまして、今の１５名という事になったと思う

んですね。それ以降、自治法が改正になりましたので、複数の常任委員

会に入れるという事になりましたので、いろんな時点、時点での議論が

あったと思うんですね。今の時点ではこういった常任委員会、５つの常

任委員会というのは大まかなところ賛成するんですけども、やはり今副

委員長おっしゃっていただいた、国からの入につきまして色々削られて

くるなか、やはり議員定数につきましては、私は最初から今の１５、１

名減ではもっと出来れば削減したいなと、やはり削減すればするほどそ

れだけ財政健全化に繋がるわけですから、議会効率よく、という事で未

だに考えておるわけなんですけれども、従いまして、今副委員長の方か

らこれは一つの過渡期と言いますか、暫定処置としてこういう方向でい

いかと思うんですけれども、それと４月の選挙には１名減の１５名で望

んでいくというのも、大まかなところいいわけなんですけれども、今後
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やはりますます入の方は削減されてくると、財政的に健全化をもっとも

っと考えていかないといけないと思うわけなんです。従いまして暫定的

に決めるという事は大まか賛成しますけれども、やはり引き続き財政健

全化に向けて継続審議は必要であると考えます。以上です。 

 

 誠に申し訳ないけど、財政健全化というのが、議員定数を減らすとい

う事だけじゃ、私はあまりにも幼稚な考え方だと指摘します。人数を減

らしていく事によって、議会という機能がなくなっていくんだという事

をしっかりとやはり考えてもらいたい。その事が財政健全化の時に色々、

副委員長からも意見言うてました。私らも意見を言うてました。住民か

ら見たら議員何してるんだと、そういう事を思われるような議会活動し

たらダメですよという事でね、その事は皆さん認識してくださいという

事で、前里川委員長もあの１５名の定数を提案する時にしっかりとおっ

しゃったはずなんです。そこのところを漏らしてもらってたら困るとい

うことなんです。議員定数を減らすという事が財政健全化だというよう

な、そういうＰＲの仕方してもらったら困るという事は、私はあえても

う一回言いますよ。それとね、この事で１５名で出発して、最初に里川

副委員長もおっしゃってるようにね、この事によってもう一度運営をし

ようと、何かこれだけにしたらまた１５名を減らすという事に対してね、

もう検討しないんだと、そのようなニュアンス、考えを示しておられる

ように私は思えて仕方ないんですね。以前もこの委員会でこの自治法改

正は浦野委員は議員定数を減らす為にこういう具合に改正されたという

ような事をおっしゃったので、私は違いますと、議会という機能を保つ

ために少ない人数でどうすればいいのか、という事で複数常任委員会制

度が取り入れられたんです、ここらにもきちっと書いてますやん。だか

らこれを活用する、そして先程から色々議論してますように、補正予算

の審議内容については、以前からどうすべきだという事を何回も繰返し

てやってます。一つの議案を分割して建水へとやってしまうのか、一般

会計の補正予算ですよ、そんな事どないして審議出来るんやという事で、

そしたらもう全体へかけていくのか、そしたら委員会付託の意味がなく
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なってくる、それらの事を色々研究した上で、今の自治法改正をまとも

に受けて出させていただいたのがこういう形になってます。そして、こ

の事によって、最初副委員長もおっしゃったように、これをベースにし

て次年度というか、４月からの１５人の定数の中でやっていく、そうし

た中でまだ定数を減らす事が可能なのかどうか、その定数を減らすこと

が目的じゃないんです。まず議会の機能をずっと堅持していかなきゃい

けない。今までの５名の中でやってきた時、今やってる中でも２名欠員

が出来た。そしたら４名のところがある。そしてまたこの１１日には４

名の厚生常任委員の中で委員長が辞職願出されてそれが許可された、今

３名なんですね。その常任委員会です。それが常任委員会と言えるんで

すか、という事です。もう一つちょっと確認させていただきたいんです

けどね、３常任委員会というのは過半数の常任委員会を作らないという

大前提の下で進めてるんですが、その事については浦野委員は２常任委

員会でもええとか、確かにね、色々定数を議論して、昨年度は浦野委員

は議運の委員じゃなかったので、全協か何かで聞かせていただいた中に、

１２名という事をおっしゃっていました。そして、３つの常任委員会で

４名の委員会もしくは２つの常任委員会で６名の委員という事で私は記

憶してるんですが、その考えをずっとお持ちのように思います、今の話

聞かしていただいてたら。その事についてはね、どのように今、考え方

も、まだ同じような２常任委員会でもいいという事をお持ちなのか、１

２名という数字に目指していくという事も何か入れておられたという事

も、私は現物見てないからあれやけど、新聞の折込を入れておられたと

いうことなんですが、それは議会運営委員の中で今こうして複数常任委

員会とかいろんな事、自治法の改正に伴ってね、検討してる中でね、私

はあまり好ましくない行為だなと、見てないから分かりませんけどね、

違ってたらごめんなさいね。だけど、去年の議員定数の議論の中で確か

浦野委員は私が今言うた形で１２名という形を出されて、その中で３常

任委員会４名の委員会と、もしくは２常任委員会で２名、これは私は、

まさしく失礼な言い方になるかと思いますが、数合わせにすぎないと、

そのように思ってたんですが、それと同じような考え方をまだお持ちな
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のかなという、今そのように思ったんですが、この議論の中でそちらへ

触れていくのはどうかなと思いますが、その点もやっぱり確認してもら

った上で、これについての議論、また話していただきたいなと思うんで

すが、どうなんでしょうかね。 

 

 これ、複数に所属できるとなりましたので、やはり常任委員会３つは

必要だなと今は思っております。過去、そういう事はあったと思うんで

すけども、やはりこういう風に常任委員会が細部に渡れば渡るほど、十

分審議出来るかなと思いますし、もちろん委員数も３名か４名、今、厚

生委員の方は非常に少なくなっておりますから、少ない人数では十分審

議できないということは分かっております。ただその裏腹にやはり議員

を減らす事によって、デメリットもありますけどやはり減らせば減らす

ほど、財政が健全化できるわけですから、その辺の吊り合いの点で、い

かに減らすかが意義じゃないですけど、十分審議する、住民の付託に応

えるというのはもちろん大前提ですけれども、従いまして常任委員会の

数におきましては、少なくとも総務、厚生、建水、それと里川副委員長

おっしゃった予算、これにおいては、私は４つは必ず必要であると思っ

ております。今の時点で。 

 

 広報についてはどうですか。 

 

 広報につきましては、今までどおり特別委員会でいいとは思ってるん

ですが、やはり常設しておいて、広報発行も各定例議会ごとに広報委員

会があるわけですから、常任委員会の位置付けでも、今のこの素案でも

いいかと思います。 

 

 中西委員どうですか。 

 

 私の場合は、前回出させていただきました形と今、素案作っていただ

きましたのとほとんど内容的には変わりございませんので、こういう形
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委員長 

 

 

で進めていただければいいかと思います。 

 

 中西委員に前回出していただいた中身と近いんかなと思いますが、あ

の中で７名という事についての色々考えておられる事も、あこの場所で

は色々していただきましたが、その時には私は７名もＯＫかなというよ

うな感じで考えておりましたので、そのような話をさせていただいたと

思いますが、その後色々検討していく中で、７名という事についてはち

ょっと避けた方がいいだろうなと、委員会付託する中でね。それと、人

数的には建水と広報を５名ずつという形で前回提案していただいてます

が、広報につきましては５名ですが、一つは、ここには議長はどの委員

会にも所属しないものとすると書いていただいてますので、最初から辞

退できるという意味での定数という形でこれは出していただいたかなと

思うんですが、その中で建水を５名という形をとっていただいてますし、

基本的にはおっしゃってるとおりになってくるかなと思います。 

 それと、浦野委員は、予算決算広報を一つの常任委員会という形で以

前は提案していただいてまして、それから総務常任委員会７名という形

で、他を５、５、５という形とっておられますので、数、人数的には今

私らが提案させていただいてる広報についてはね、これは人数の加減で

予算と決算と広報、仕事の内容がこれ３つ重なっていけるんかなという

形で出していただいたんかなと思いますし、総務の７名というのは松田

委員が言われてたと思うんですが、概ねだいたいこういう案で了承して

いただいた、了承していただけるという事で理解させていただきます。 

 ３５分まで休憩させていただきます。 

 

 （ 午後３時２０分 休憩 ） 

 （ 午後３時３５分 再開 ）  

 

 再開いたします。 

 先程の色んな意見をお伺いいたしておりました。一応、浦野委員も中

西委員もこの素案に対して正副委員長素案に対して大筋了承していただ
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いているという風に考えておりますが、松田委員どうでしょうか。 

 

 最終で決まるんやったら、採決してください。私はもう具体的に書い

てるんやしね、言うてるんやからね、今さらその云々とそう簡単に変え

られると、簡単に考えてはいないんでね。初めから１５名案を言う時か

らだいたい原案としてはこういう関係を言うてるんでね。しょーもない

所で妥協してたらあかんなと。 

 

 定数の方につきましては、先程から申し上げてますけど、次年度１５

名ということで進めさせていただいて、この自治法の改正されたという

ことも最大活用させていただいていく方向がこういう形かなと、正副委

員長の中で色々議論した中でのなってる話、そしてこういう形で進めて

いって、その中で再度提出については議論していこうと。ちょっと浦野

委員に対しての私の、ちょっときつい言い方しましたけど、そのこうい

う運営をしていってどうなのかと。その中でまた財政的なことも勘案し

て、この中１５名からまた減らしていける要素があるのかないのかを探

りながら次年度からも続いていくんだと。ちょっと浦野委員の揚げ足を

とるようなことを発言をしまして、反省してるんですが、定数を下げる

ことが財政健全化というような表現もあったので、ちょっときつく言い

ましたけど、あくまでも今の１５名の定数は次年度ということを、前々

回ですかね、議運でも確認させていただいたという経緯もありまして、

今ここでこの案についてどうだこうだと議会運営委員会としての結論は

私は今とるべきではないと、そのようにも思いますし、この後、この一

番、１ページ目にちょっと私の方から書かしていただいておりますけど、

この今日の委員会で一定の取り纏め、多数の委員さんからは一応了承い

ただきましたので、やはりちょっともう一度検討せえという委員さんも

おられますということで、全員協議会にそういう旨も加えて報告して、

全委員からの意見もお聞きして、次回の議会運営委員会でその事も踏ま

えての改正委員会条例案も添付させていただいて、その中で結論を導い

ていきたい。そして、３月議会の最終日に出来れば議員提案をさせてい
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議 長 

 

 

 

ただきたいなとそのように思っておりますが、今日のところはこの素案

についての採決というのはとらなくて、そういう日程で進めさせていた

だきたいと思いますが、その点についてはどうでしょうか。 

 

 先程委員長ね、議長も議員やから一つの常任委員会には所属せんなあ

かんねと。せやから最初から議長を省いた委員定数を定められへんとい

う法律上ということやってんけどね、その法律上、一旦所属して、それ

を会議にかけて辞退するのは法律上問題ないんですか。 

 

 出来たら局長ちょっと。 

 

 この自治法の改正の中で、色々な取り扱いあると思うんですけど、少

なくとも議員は一つの委員会に所属するということでございますので、

まずどこかに所属をしていただくと。その上で会議に諮っていただいて、

議長については議長採決とか色んな権限もございます。また、オブザー

バーで入っていただくこともございますので、辞退をしていただくとい

うことについては申し合わせみたいな条項の中で決めておいていただい

て、本会議でそういうことで議長から発言をしていただくという風に進

めていく方向だろうと。まだこういう複数常任委員会制をはっきりとつ

くられて実施された所はないんですけども、議長が辞任される時にはそ

ういう取扱いをされるべきということも聞かせていただいておりまし

て、そういう方法でしていただくのがいいんじゃないかと思っておりま

す。以上です。 

 

 どうですか。 

 

 一つの委員会、一つ以上の委員会に入れるというのは、一つに入らな

あかん、一旦入るけど、辞めてしてそれを会議で認められて、辞めて委

員会に所属してないのは法律上問題ないということでいいんですか。は

い。 
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 他ございませんか。 

 それでは本日の審議はここまでとし、早々に議長から全員協議会の開

催をお願いし、本日までの議会運営委員会での審議の報告をさせていた

だき、議員皆さまからのご意見をお聞きし、次回の議会運営委員会で意

見整理をし、条例改正案等の取り纏めをいたしたいと思いますがよろし

いでしょうか。 

 

 （ 異議なし ） 

 

 それでは、継続審査の①に係ります議会の複数常任委員会制に関する

事項につきましては、本日はここまでといたします。それでは（１）継

続審査①町議会の財政健全化と議員定数については以上で終わります。 

 次にその他についてを議題といたします。 

 何か委員さんの方からございませんか。 

 

 （ な  し ） 

 

 議長の方から何かありませんか。 

 

 （ な  し ） 

 

 事務局の方から報告等しておくことはありますか。浦口事務局長。 

 

 事務局からの報告ということではないんですけれども、先般、三木議

員については１月１１日付で議員辞職をされて、議長の方で閉会中でご

ざいましたので許可されております。このことで、所属されておりまし

た厚生常任委員会、現在４人でございましたが、３名ということで、欠

員が条例からいきましたら２名欠員という状況になってございます。こ

の年度の初めに各委員会、欠員は少なくとも一人ぐらいに抑えるという
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ことで、総務委員会についても欠員があり４名でこられた訳であります

が、現在５名ということで運用していただいております。三木議員につ

いては、厚生常任委員会と議会運営委員会、それから都市基盤整備特別

委員会。広報委員会についてはもうすでに委員名簿の方からは抜かれて

おりますけれども、この３名で実際に委員会をされるとなりますと、委

員長を除きますと１対１というような形にもなりますんで、常任委員会

の所属換え等についてこの議会運営委員会でご議論していただければな

と思っております。それからこの複数常任委員会制やなしに議員の各常

任委員会の所属換えについては、会議規則等について、本会議で諮って

いただければいけるとなってございますけれども、２月閉会中には委員

会は予定はしておりますけども、これは本会議にかけてではございませ

んので、そのまま３名でやむを得んかなと思いますけど、３月には会期

中の付託案件等もございますので、早めに議会運営委員会でその辺色々

ご議論をしていただいて、また全協の方でも議長の方から諮っていただ

いて決めていただくということでお願いをしておきたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

 

 ただ今局長の方から説明がありました。まず、常任委員会の所属換え

ということで、現在、定数一杯が建設水道常任委員会５名ということに

なっておりまして、説明があったように、総務常任委員会も１名欠員と

いうことになっておりますので、私は建設水道常任委員会の方からね、

１名厚生の方へ、これは３月議会の初日に所属換えという手続きをとっ

て、局長も説明しておりましたが、閉会中のこれには３名で副委員長の

下に厚生の副委員長でもあります、里川副委員長に開催していただこう

ということで、そのような方向で進んでいくのがベターではないのかな

と思いますね。何かこのことについて、ご意見をお伺いしたいと思いま

す。 

 このことで、こういう形で任期中なんとかしていかなければいけない

んかなと、そのように思いますが、そうした中で、これも全く私、建設

水道常任委員会に所属しておりまして、勝手なこと言うたらまた建水の
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委員長に叱られるかもわかりませんが、建設水道常任委員会に中川議長

が委員として所属していただいてますけどね、出来たら、浦野建設副委

員長ともちょっと相談をしていたんですが、中川議長、中川建設水道常

任委員さんの所属換えを議長自らが諮っていただきたいなとそのように

思いますので、ちょうど議長もおられますし、議会運営委員会なんかで

そういう意見が纏ったらちょっとそのようにやっていただきたいなとそ

のように思います。この辺についても議会運営委員会としてはそういう

形で了承していただけますでしょうか。それでまぁ議長の方も。 

 

 今委員長おっしゃってくださったように、私としてはオブザーバーと

して厚生常任委員会の委員会にも出席させていただいておりますので、

福祉会館の建設も目の前に来てますので、建水は５名で至ってる数字で

総務常任委員会はもう１名足らずということであるんであれば、建水か

ら１名、その中でも厚生に出席させてもうてる私が行かしてもらったら

いいのではないかなと考えます。取扱い上、問題なければ。 

 

 そういうことで、これはもう初日の、これはまた次の議会運営委員会

できちっと次第とかやってもらってここで返事させてもらうということ

で、会議に諮らなければいけないので、そういうことでということで了

承お願いします。 

 それと議会運営委員会の方へ、そしたら広報につきましてはもう既に

最終版でちょうどその記事も載せまして、委員から削除といいますか。 

 

 広報委員会ではね、常任委員会、この今期の初めにさっき局長言った

ように、定数より１名欠員でてるという状態はええけどそれ以上の２名

とかの欠員になったらいかんやろというようなことで、常任委員会の委

員を決めるスタートしたと。そういう中においても特に広報については

元々６というのが定数だったもんですからね、１名今辞職願出されて許

可されたということであればもうその状態のまま応報委員会としては行

ったらええやろという事でもう委員会の中で委員さんたちに諮ってそう
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いう風にさせていただいたんです。それは広報としてはそういうやり方

を採用させていただいたという事なんですが、ただあと常任委員会はそ

ういうやり方で決めたものの、議会運営委員会と都市基盤の特別委員会

については条例定数あるんですよね。その中でそれをそのままにしとい

ていいのかどうかということについても、一応気にはなってたところな

んですけれども、あともう残りわずかというところもあるんですけどね、

多分そのこと委員長おっしゃるつもりだったんだろうと思うんですが、

私としてもその広報はそういう判断させていただきましたけれども、議

運と都市基盤についてどうなんのかというのはちょっと心配だったん

で、それについてまた皆さんご協議お願いしたいと思います。 

 

 今、副委員長がちょっとこの前の打合せのこともありましたので言っ

てもらいましたが、議会運営委員会としても議会運営委員会は７名です

ので既に１名、それで先程から色々２名をという話もありまして、１人

また１人、これ２名欠員という形に現在なってしまっているんですが、

厚生常任委員会から１名、議会運営委員会委員さんを選出していただく

かどうかということで、皆さんのちょっとご意見をお伺いしたいなと。

それらも含めてちょっとお伺いしたいんですが、どうでしょうか。 

 定数から２名欠員が出来るのは避けるというのが、今年度の当初の臨

時議会の中でのね、全体で２名欠員が出来てる状態での常任委員会を決

める時の一つの指針という形でこの議会運営委員会でどうするというこ

とを色々検討していただいて、当時私は委員でしたけど、里川委員長の

方でしていただいて、松田委員からね、その２名というとこを作らない

という形でやっていったら解決するん違うかということで、それをとら

せていただいたそのように私は記憶しております。 

 皆さんちょっとこう色々意見いただきたいんですけど、私としてはね、

もう残りわずかですから、今色々皆さんにご協力得ながら諮問されてい

ることを何とかこなしてきてますし、今新たに厚生の方から来ていただ

いた方に色んな意見をまた求めていくのが筋かもわかりませんけどね、

厚生委員会から議運の副委員長でもある里川委員もおいでですし、厚生
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についても色々検討させていただける要素もありますしね、特段補充し

ていただきたいという気持ちは、ちょっと語弊あったらいかんけど、私

はこの今のメンバーで進めさせてもらう方がまとまっていけるんかなと

か、色んな意見もいただけるんかなと思いますしね。４名に増えたと言

うても議長が行ってもらうということになれば、あとの２名の方から来

ていただくということになりますし、皆さんこんだけで色々議論してい

きましょうと言うてもらえたら、委員長としてもそういう形で厚生の方

へ申し上げたいと思うんですが。 浦野委員 

  

 それで結構かと思います。 

 

 そうですか。 

 どうですか、そしたらもう補充しないでよろしいですか。 

  

 （ 異議なし ） 

 

 そしたら議会運営委員会も補充していかないということで。 

 それで、あと都市基盤の委員でもありましたので、都市基盤の委員長、

都市基盤の委員さんはおられますか。この議運の中に。いてない。都市

基盤の委員長ちょうど傍聴においでですので、ちょっと一考だけ聞かせ

てもうとくことは。そうかもう特別委員会のことですから私らもあまり

何も言わない方がいいのか。今の議論を踏まえて判断してもらうという

ことでいいのか。その辺はどうなんか。そしたらそれはもう議会運営委

員会としてはこうしてますということだけで報告させてもらって、特別

委員会の方は補充されるかされないか。特別委員会もこれ言うてみたら

２名欠員になるんです。設置した時は７名。だからそういうことで、こ

の今の局長から三木議員の辞職についての所属委員補充するとかそうい

うことについてはこれで終わっておきたいとそのように思います。 

 それじゃあ他に何かございませんか。もう局長それだけ。 

 全協はね、今先程言うたけど、全協の日程についてある程度固まって
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るというかね、あるのちょっと。 

 

 局長の方から私の日程空いてるの見ていただいたら、２月の７日水曜

日が一応空いてます。他の議員さんの都合もありますから、一応私の議

長としての公務が空いてる日は２月７日ということでお伝えしておきま

す。 

 

 ちょっと議運の方に聞いて、どうですか。 

 今日のこれを全協でもう一回話するだけですんで、もしどうしても議

運の委員さんで都合悪かったらそれはもうあれやし。 

 

 ２月５日は農業委員会の現調なんです、私。９時から農業委員会の現

調ありますんで、昼からとかの設定になるんやったら別に構いませんけ

ども。 

 

 そしたら昼からでも。１３時３０分からでも。 

 そしたら一応、全員協議会を議長の方で２月５日の１３時３０分から

ということで開いていただくということでそれを確認いたしまして、こ

の委員会を閉じたいと思いますけど、よろしいでしょうか。 

 

 （ 異議なし ） 

 

 それでは以上をもって本日の議会運営委員会を閉会いたします。長時

間どうもご苦労さまでした。 

              （ 午後４時０４分 閉会 ） 
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